
鹿放ケ丘ふれあいセンター料金改定の件 

 

令和５年１０月１日（日）より市公共施設の料金が一部改訂されます。 

鹿放ケ丘ふれあいセンターにおける改定は以下の通りです。 

 

改訂される施設 改訂前料金 改定後料金 備考 

ホール \1,840／2時間 \1,870／2時間  

会議室 \550／2時間 \560／2 時間  

陶芸窯 
素焼き \2,000／1回 \2,030／1回  

本焼き \3,000／1回 \3,050／1回  

※その他の施設の料金変更はありません 

公民館はこれまでの 2 時間単位から 1 時間単位での申請ができるようになりました

が、鹿放ケ丘ふれあいセンターは 2時間単位での申請が継続されます。 


